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　普天間飛行場の跡地利用に関し
ては、平成１１年１２月の閣議決定（普
天間飛行場の移設に係る政府方針）
の中で「駐留軍用地跡地利用の促
進及び円滑化等に関する方針」が定
められ、現在、同方針の実現に向け
て各省庁等で積極的に取り組んでい
るところです。�
　沖縄総合事務局においては、この
たびその取組の一環として、普天間
飛行場等の返還跡地における接収
前及びこれまでの変遷状況の共有
化等を検討することを目的にした「昔・
普天間まちなみ再現検討委員会」を
設置し、去る４月２７日に宜野湾市内に
おいて第１回委員会を開催しました。�
　本委員会は地域計画学や集落地
理学等の学識経験者、メディア関連
専門家、郷土史研究家、行政担当者
等から構成されており、第１回委員会
では、委員の互選による座長の選出、
今後の審議スケジュール等が議論され、
併せて普天間飛行場等の現地視察
も行われました。�
　今後、年内に３回程度委員会を開
催し、中南部地域における地域構造
の復元、ＣＧを活用した接収前まちな
み再現等に関する検討を行うこととし
ています。�

　財務部では、国有財産行政にお
ける国有地の有効活用という社会
的要請に応えるため、これまでの「行
政財産」＝管財第一課、「普通財産」
＝管財第二課という財産別区分に
よる組織体制から「計画策定部門」
＝管財総轄課、「計画実施部門」＝
統括国有財産管理官、「審理部門」
＝審理室という機能別区分による組
織体制に平成１３年４月１日付をもっ
て改編しました。�
　この組織改編の主な特徴としては
従来、管財第二課で担当していた普
通財産管理処分計画等を計画策定
部門である管財総轄課で行い、管財
第一課で担当していた各省各庁と
の協議事務（総轄、宿舎事務）を計
画実施部門である統括国有財産管
理官にて行うといった所掌業務のク
ロスチェンジが行われました。また、統
括国有財産管理官及び財務出張
所長が実施する業務の指導、重要
異例な事案に対処するスタッフ的機
能を審理室が新たに担うこととなり、
弾力的な相互応援体制のもと、機動
的に国有財産業務の処理にあたれ
る事務処理体制を整えました。�

　去る４月２８日に、第５２回沖縄県植樹祭
が「伝えたい　緑のやさしさ　あたたかさ」
をテーマに北中城村字渡口（土地区画整
理区域）で開催されました。沖縄県植樹祭は、
県民一人一人が森林の多様な機能の重
要性を認識し、みどり豊かな潤いのある環
境づくりを図る目的で沖縄県及び沖縄緑
化推進委員会の共催により、毎年開催され
ています。式典では主催者及び関係者の
挨拶に続き吉田沖縄総合事務局長が、「森
林は、自然環境の保全はもとより、再生産
可能な資源の提供などの多面的機能を有
している。近年、世界的な森林の減少等の
中で、森林の公益的機能の高度発揮や環

境問題に対する国民の関心が高まってい
る中、ここ北中城村において、２１世紀最初
の記念すべき植樹祭が開催されましたこと
は誠に喜ばしい限りである。」と祝辞を述べ
ました。その後、北中城小・島袋小両校の
緑の少年団代表により、「私たちの身近に
あるみどりは、人々の生活と深く関わりあい、
限りなく恵みをもたらしてきました。「第５２回
沖縄県植樹祭」の開催にあたり、一人一人
が緑の大切さについて考え、緑がもたらす
多くの恵みに感謝し、そしてこのかけがえの
ない緑をみんなで増やし守り育てていくこ
とを決議します。」と力強い大会決議が宣
言されました。また、参加者全員によってフ
クギやアカテツなどの苗約1,500本が植樹され、
沖縄県植樹祭は大盛況のうちに幕を閉じ
ました。�

�
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大保ダム本体工事に関する
覚書の調印式を挙行！�

開発�
建設部�

旅客船に関するバリアフリー
基準説明会を開催�
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「沖縄地域ＰＦＩ導入促進セミ
ナー」を開催�
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　去る３月23日(金)、沖縄コンベンシ
ョンセンターで地方公共団体を始めと
した多数の関係者の出席のもと「沖
縄地域PFI導入促進セミナー」を開
催しました。�
　「PFI(Private Finance Initiative)」
とは、公共施設等の建設、維持管理、
運営等の事業に民間の資金、経営
能力及び技術的能力を活用しようと
いうもので、地方公共団体等の財政
が逼迫化する中、公共サービス提供
の効率化や新規事業機会の創出等
を目的に平成11年にはPFI法が成立
しました。�

　セミナーでは、一橋大学教授の山
内弘隆氏から「PFIの考え方とその
効果」と題して、我が国へのＰＦＩ導
入の経緯やよりよい行政サービスを
提供するためのVFM(Value for 
Money)の重要性、各地域における
取組事例等について基調講演がな
されました。また、日本PFI協会専務
理事の植田和男氏から「PFIガイドラ
イン」に関する特別講義、千葉市消
費生活センター主幹の山崎正義氏
から「千葉市におけるPFIの取組み」
と題しての先進事例の紹介がありま
した。�
　なお、本セミナーに関する報告書
等については経済産業部企画振興
課にて配布しております。�

　大保ダムは、沖縄本島北部の大
保川に、沖縄北西部河川総合開発
事業の一環として建設中のダムです。�
　当ダムは、平成7年3月に関連工事
に着手するとともに、本体工事の着
手に向けて地元との協議調整等を
進めてきました。�
　今般、その地元同意が得られたこ
とから、平成13年3月28日に、大保ダ
ム関連地域整備計画検討委員会会
長の立会いの下、沖縄総合事務局長、
沖縄県知事並びに大宜味村長の三
者により「大保ダム本体工事に関す
る覚書」の調印が行われました。�
　大保ダムは、洪水調節・下流河川
の適正な流量の確保・水道用水の
供給を目的とする多目的ダムであり、
本ダムと脇ダムで構成され、本ダムは、
堤高77.5ｍ、堤頂長374.5ｍの重力
式コンクリートダムで、脇ダムは、堤高
66.0ｍ、堤頂長445.0ｍのロックフィル
ダムです。�
　本覚書の締結により、脇ダム本体
工事の早期着手、大保ダムの早期
完成に向けて、一段と弾みがつくも
のと期待されています。�
　今後とも地元、関係者の皆様の御
理解を得ながら事業を推進して参り
たいと考えております。�

　平成13年３月16日那覇市の船員会
館において、国土交通省海事局安全
基準課阿部企画係長を講師に「旅客
船に関するバリアフリー説明会」を開催
しました。�
　同説明会は、平成12年５月17日に公
布された「高齢者・身体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化
の促進に関する法律」（以下「交通バリ
アフリー法」という。）に関連して定めら
れた「移動円滑化のために必用な旅客
設備及び車両等の構造及び設備に関
する基準」について、旅客船の運航者
である海運会社、旅客船の設計・建造
に関わる造船所、旅客船の船主等を対
象に、26社40人が出席して行われました。�
　説明の中で、「交通バリアフリー法の
趣旨は高齢者や身体障害者が障害を
持たない人と同等に生活し、活動する
社会を目指すノーマライゼーションの理
念に基づき、障害を持たない人と同様
のサービスを受けることができるよう配
慮することが求められている」ことや「交
通バリアフリーの前提条件（達成目標）
として、高齢者・身体障害者が独力で
船舶への乗降や船内移動を行えること
を目標として、設備及び構造の基準が
設定されている」ことなどが挙げられて
おりました。�
　出席者は今後予想される高齢化社
会へ対応すべく熱心に聞き入っており
ました。�
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